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第１章 宿泊税について 

１ 宿泊税の目的と使途 

市は、観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の市民生活と調和した持

続可能な観光まちづくりの施策に要する費用に充てるため…宿泊税を課する（鳥羽市宿

泊税条例第１条、一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

２ 宿泊税の徴収方法 

(１)特別徴収制度 

宿泊税の納税義務者は、鳥羽市内に所在する、旅館業法の許可を受けて営業を行う旅

館・ホテル・簡易宿所、または住宅宿泊事業法の届出をして住宅宿泊事業を営む住宅(以

下、これらを「宿泊施設」といいます。)の宿泊者ですが、鳥羽市が宿泊者から直接徴収

するのではなく、宿泊施設の経営者が宿泊税を徴収し、鳥羽市に申告と納入をしていた

だくこととしています。このような制度を「特別徴収制度」といいます。 

特別徴収制度においては、納税義務者が宿泊税相当額を未払いであっても、課税の対

象となる「宿泊」があれば、特別徴収義務者がその徴収すべき宿泊税相当額の申告と納

入をしていただく必要があります。 

(２)特別徴収義務者 

宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設の経営者です。一般的には、旅館業法の許可を

受けた方及び住宅宿泊事業法の届出をした方が該当します。ただし、これ以外の方が宿

泊税の徴収について便宜を有すると認められる場合(宿泊事業者と実質的な宿泊施設の

経営者が異なる場合や、委託契約等により宿泊施設の経営の決定権が宿泊事業者以外の

方にある場合など)には、その方を鳥羽市が特別徴収義務者として個別に指定することが

ありますので、税務課までご相談ください。 

※旅館業法の許可がない施設または住宅宿泊事業法の届出がない施設でも、課税対象と

なる宿泊がある場合は当該施設を経営している方が特別徴収義務者となります。 

特別徴収義務者 

 
また、特別徴収義務者は、宿泊税の徴収、申告、納入のほか、各種申請や帳簿保存等

を行う必要がありますので、詳しくは下記のページを参照してください。 

•特別徴収義務者の登録・変更等 …… ９ページ 

•宿泊税の申告納入 …… １３ページ 

•帳簿等の記載・保存 …… １９ページ 

宿泊料金 

宿泊税 

宿泊者 

宿泊税を 

申告納入 

宿泊事業者様 
鳥羽市
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【①はじめに】 

【②経営開始日が確定したら】 

【③宿泊行為があったら】 

【④徴収した宿泊税は】 

 
 
１ 宿泊税の手続きの流れ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

第２章 宿泊税の仕組み 

・旅館業法の許可 

・住宅宿泊事業法の届出 

・「宿泊税特別徴収義務者経営申告書」を経営開始日の前日までに税務課へ 

提出                          ⇒９ページ 

・宿泊者から宿泊税を徴収                        ⇒４ページ 

・「宿泊税納入申告書」を税務課へ提出（電子申告、郵送等）  ⇒１３ページ 

・地方税ポータルシステム(ｅＬＴＡＸ)または「納入書」により納入 ⇒１６ページ 
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２ 課税客体・納税義務者 

宿泊税の課税対象となる行為(課税客体)は、宿泊施設への宿泊です。 

宿泊税は、令和８年４月１日(鳥羽市宿泊税条例の施行日)以後の宿泊施設への宿泊に対

し、その宿泊者(宿泊税の納税義務者)に課税されます。 

※ 宿泊料金が発生しない場合は、課税対象となりません。 

※ 令和８年４月１日のチェックインまたは宿泊分から宿泊税が課税されます。 

   ⇒令和８年３月３１日のチェックインまたは宿泊分は課税されません。 

※ 令和８年４月１日よりも前に予約があった場合でも宿泊税が課税されます。 

(１)宿泊とは 

宿泊とは、一般的には寝具を利用して夕方から翌朝まで就寝を伴い、宿泊施設を利用す

る行為をいいますが、宿泊税においては、原則として、以下の基準に基づいて課税対象と

なる宿泊かどうかを判断します。 

『課税対象となる「宿泊」の判断基準』 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)宿泊者とは 

宿泊者とは、宿泊施設から宿泊設備の提供を受け、その設備を利用して宿泊した者を

いいます。宿泊料金を宿泊者以外の第三者が負担した場合であっても、実際に宿泊した方

が宿泊者となり、宿泊税の納税義務者となります。

① その利用行為が契約上宿泊としての取扱いであるもの 

② ①以外の場合で、その利用行為が日をまたぐ６時間以上の利用であるもの 

※ 本来の許可、届出を得ていない施設であっても、旅館業法の許可や民泊の届出が必

要とされる宿泊の定義に該当する場合は、課税対象となります。 

 

<旅館業法の許可が必要な宿泊とは> 

以下の４項目をすべて満たすものです。 

・宿泊料を徴収している(名称は問わない) 

・社会性がある(不特定の者を宿泊させる場合、広告等により広く一般に募集を行って

いる場合など) 

・反復継続性がある(宿泊募集を継続的に行っている場合など) 

・生活の本拠ではない(使用期間が１か月未満の場合、使用期限が１か月以上であって

も部屋の清掃や寝具類の提供等を施設提供者が行う場合など) 
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【宿泊税の判断例】 

(例１)事前に宿泊契約をしたうえで午前０時を超えてからチェックインした場合(宿泊者 

の到着が遅れたことによりチェックインした日が予定日の翌日になった場合) 

⇒その契約が宿泊契約として取扱うものであれば、課税対象となります。ただし、 

到着がチェックイン予定日の翌朝になったことにより、宿泊施設が宿泊料金を徴

収しない場合は、課税対象となりません。 

(例２)客室を日帰りで利用する(いわゆるデイユース)の場合 

⇒日をまたぐ利用ではないため、課税対象となりません。 

ただし、日をまたぐ６時間以上の利用があった場合は、課税対象となります。 

(例３)休憩その他これに類する利用に係る契約の場合 

⇒日をまたぐ６時間以上の利用(連続した延長料金を含む)があった場合は、実質的 

に宿泊であるとみなし、課税対象となります。 

なお、契約上「宿泊」と「休憩」の区別がない場合は、利用行為が「日をまた

ぐ６時間以上の利用」があるかどうかで宿泊の判断を行います。 

(例４)実際の宿泊を伴わない利用行為(いわゆるホールドルーム、キープルームなど)の場合 

⇒ホールドルーム、キープルーム等の宿泊行為を伴わない契約の場合は、課税対

象となりません。ただし、実際に宿泊行為があった場合、または日をまたぐ６時

間以上の利用により宿泊行為があったとみなされる場合には課税対象となりま

す。この場合において、宿泊者数は、宿泊施設で把握する人数とします。 

 

例)定員５名の部屋を３日間確保した。その際の宿泊は下記のとおりであった。 

 宿泊者数 料金 宿泊税額 

１日目 ０人 50,000 円(利用料金) 0 円(0 人×000 円) 

２日目 ５人 50,000 円(宿泊料金) 1,000 円(5 人×200 円) 

３日目 ３人 50,000 円(宿泊料金) 600 円(3 人×200 円) 

宿泊税額計 1,600 円(0 人×000 円) 

※１日目は宿泊行為がなく、「利用料金」として取り扱っているため、宿泊税は 

課税されません。  

(例５)キャンセルした場合 

⇒宿泊行為がないため、課税対象となりません。 
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３ 税率 

宿泊税の税率は、宿泊者１人１泊につき２００円です。 

※宿泊料金がかからない宿泊の場合、宿泊税は課税されません。 

４ 宿泊料金 

宿泊料金とは、食事代や消費税等を除き、サービス料等を含んだ金額をいいます。 

『宿泊料金に含まれるものの例』 

宿泊の利用行為に係る対価または負担として宿泊者の意思に関わりなく請求されるもの 

・清掃代 

・寝具使用代 

・入浴代 

・寝衣代 

・サービス料、奉仕料 

・宿泊補助金や宿泊助成金等、宿泊者以外の者がその宿泊に関して支払う額 等 

『宿泊料金に含まれないものの例』 

下記については、宿泊施設の宿泊料金に含まれる場合であっても、宿泊料金から控除し

ます。 

・食事代 

・遊興費 

・会議室の使用、休憩及びこれに類する利用行為に係る金額 

・消費税、地方消費税、入湯税等の税 

・自動車代、煙草代、電話代、土産代、クリーニング代等の立替金等 

・宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀等の金額 

・宿泊予約サイト等の利用に係る事務手数料 

<留意点> 

・エキストラベッド等の有料の寝具の追加がある場合で、追加料金が特定の宿泊者に帰

属しないときは、その追加料金を宿泊料金の総額に加算します。(計算例①参照) 

計算例)１室１泊税抜き 20,000 円(ツインルーム)の場合 

① 大人３人で宿泊(エキストラベッド 7,000 円を追加) 

【宿泊税 200 円×３人】 

② 大人２人、乳児１人で宿泊(ベビーベッド 2,000 円を追加) 

【宿泊税 200 円×３人】 



7 
 

【宿泊料金の判定における事例】 

(例１)食事付きその他各種宿泊プランにおける宿泊料金 

⇒宿泊料金に食事代が含まれている場合は、食事代に相当する金額を控除した金

額を宿泊料金とします。ただし、無料で食事等が提供される場合は、食事代等

の対価に相当する金額がないものとして、その料金全額を宿泊料金とします。 

⇒エステや宴会、外部施設利用等のプラン付き宿泊については、宿泊以外のサー

ビスに係る対価を控除した金額を宿泊料金とします。 

(例２)宿泊施設による宿泊料金の割引・優待等があった場合や、ポイントでの支払いが 

あった場合における宿泊料金 

 

 

 

宿泊施設の経営者自らのサービスで割引が行われた場合は、割引後の料金を宿泊料金

とします。 

 

 

 

宿泊施設の経営者自らのサービス以外(宿泊予約サイトのポイントや懸賞による招待

等)で割引が行われた場合(いわゆる第三者割引)は、割引前の料金を宿泊料金とします。 

(例３)補助金・助成金等(第三者からの支払)があった場合における宿泊料金（宿泊誘致キ

ャンペーンなど） 

⇒補助金・助成金等宿泊料金以外の名目で宿泊施設に対し第三者から支払いがある

場合で、それが宿泊の対価としての性質を有し、かつ、直接に宿泊者の宿泊料金

の全部または一部として取り扱われる場合は、宿泊者の支払うべき金額と当該補

助金等の金額を合算した金額を宿泊料金とします。この場合、宿泊者の支払うべ

き金額が 0 円であったとしても、宿泊料金は発生するので、宿泊税は課税となり

ます。なお、補助金・助成金等が宿泊の対価として支払われるものでない場合は、

宿泊料金に含みません。 

  

宿泊料金 20,000 円のところ、宿泊者が宿泊予約サイトのポイントを 20,000 円分利

用した。 

⇒宿泊料金はポイント利用前の 20,000 円(宿泊税は課税) 

宿泊料金 20,000 円のところ、宿泊施設の経営者が無料にした。 

 

⇒宿泊料金は値引き後の 0 円 (宿泊税は非課税) 
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(例４)連泊割引における宿泊料金 

⇒連続して宿泊することにより受ける連泊割引について、宿泊日ごとに割引率が

明確な場合は、通常の宿泊料金に対して宿泊日ごとに割引計算を行ったものを

宿泊料金とします。 

⇒連泊期間を一括して割引を行っている場合には、割引後の宿泊料金の総額を宿

泊期間の日数で除した金額を宿泊料金とします。 

⇒宿泊料金が無料になるような割引の仕方(例：５連泊したら内１泊分は無料など)

の場合は、無料となる日の宿泊税は非課税となります。 

(例５)延長等があった場合における宿泊料金 

⇒宿泊料金とは別に時間延長に係る料金を徴収している場合においては、当該延

長料金を宿泊料金に含めません。ただし、宿泊施設がその延長に係る料金を契約

上宿泊料金として取扱う場合は、その料金を宿泊料金に含みます。 

5 外国大使等の課税免除 

外国大使等が任務遂行に伴い宿泊する場合には宿泊税が免除となります。 

⇒事前に税務課へご相談ください。 
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第３章 特別徴収義務者の登録・変更等 

宿泊施設の経営者の方(特別徴収義務者となる方)は、宿泊施設の営業の開始、変更、廃止

等の際、次の手続きが必要となります。原則、宿泊施設ごとに申請してください。 

※ 令和８年４月１日時点(市宿泊税条例施行時)で既に宿泊事業を営んでいる方につい

ても、「宿泊税特別徴収義務者経営申告書」を提出してください。 

※ 各手続きの書類は、税務課の窓口に提出してください。(郵送による提出も可能) 

※ 各手続きは、原則、宿泊施設ごと(許可、届出の施設ごと)に行ってください。ただ

し、以下のすべてに該当する施設については、まとめて提出できる場合があります

ので、税務課までご相談ください。 

ア 経営する複数の施設が同一敷地内または隣接する敷地に存在する場合 

イ 経理・宿泊台帳の管理を一元的に行っており、区分することができない場合 

 

１ 特別徴収義務者の登録 

新たに宿泊施設の経営を開始するため旅館業法の許可を受けた場合または住宅宿泊事業

法の届出をした場合は、経営を開始しようとする日の前日までに特別徴収義務者として登

録の申告を行ってください。 

【提出期間】令和 7 年 8 月 1 日から令和 7 年１２月２６日 

 特別徴収義務者の登録や各種届出に必要な様式（電子データ）等を令和 7 年 7 月 25 日

から市ホームページにて掲載します。ぜひご活用ください。 

【提出書類】 

① 宿泊税特別徴収義務者経営申告書 (２５ページに記入例があります。) 

② 
申告者が個人の場合は、マイナンバーカード(写)または通知カード(写)及び本 

人であることが確認できる書類の提出が必要です。 

③ 旅館業営業許可証または住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面(写) 

④ 宿泊に係る契約書面(宿泊約款等) 

【実質的経営者を特別徴収義務者に指定する（施設の経営者が営業許可等を受けている方 

と異なる）場合】 

①～④に加え、⑤～⑦の書類を添付してください。なお、申告書は実質的経営者が提出

してください。 

⑤ 実質的経営者である旨の申立書 

⑥ 許可権者等と実質的経営者との間で締結した契約書面等(写) 

⑦ 
宿泊施設等に係る事業損益の帰属が確認できる書面(写) 

※ ⑥の契約書面等で確認できる場合は不要 
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２ 特別徴収義務者の登録事項の変更 

「宿泊税特別徴収義務者経営申告書」の申告事項(代表者、施設名称等)に変更があった場

合は、速やかに変更の届出を行ってください。 

【提出書類】 

① 宿泊税特別徴収義務者異動申告書 

② 

〔特別徴収義務者に係る変更(代表者、所在地または住所の変更等)の場合〕 

(法人の場合)履歴事項全部証明書(写) 

(個人の場合)住民票(写)（市外の方の場合）等 

〔施設に係る変更の場合〕 

旅館業法または住宅宿泊事業法の規定による変更届出書(写)または変更の事

実を確認できる書類等 

〔その他の変更〕 

変更の内容が確認できる書類 

ただし、次のいずれかの事由により特別徴収義務者に異動があったときは、変更の届

出ではなく、従前の特別徴収義務者による「宿泊施設営業休止/再開/廃止届出書」及

び新たな特別徴収義務者による「宿泊税特別徴収義務者経営申告書」を提出してくださ

い。 

ア 営業譲渡、相続または贈与 

イ 既登録時の特別徴収義務者を被合併法人とする合併 

ウ 会社分割による別法人への業務の承継 

エ 個人事業者から法人への変更 

オ 法人の解散による個人事業者への変更 

カ その他上記に類する事項 
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３ 経営の休止・再開・廃止 

宿泊施設の経営を１か月以上休止する場合は、事前に休止の届出を行ってください。 

休止期間を定めずに経営を休止する場合には、経営を再開しようとするときに再開の届 

出を行ってください。(経営休止の届出の際に休止期間を記入していただいた場合は、経営

再開の届出は不要です。)なお、休止の日までに徴収すべき宿泊税がある場合は、申告納入

を行う必要があります。 

宿泊施設の経営を廃止した場合は、廃止の日から１０日以内に届出を行ってください。

なお、廃止の日までに徴収した宿泊税がある場合は、申告納入を行う必要があります。 

【提出書類】 

① 宿泊施設営業休止/再開/廃止届出書 

② 

〔経営を休止する場合〕 

休止を確認できる書類(「休止のお知らせ」等) 

〔経営を再開する場合〕 

旅館業法または住宅宿泊事業法の規定による変更届出書(写)または再開を確

認できる書類(「再開のお知らせ」等) 

〔経営を廃止する場合〕 

旅館業法または住宅宿泊事業法の規定による廃止(停止)届(写) 
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４ 申告書等の提出方法 

特別徴収義務者の登録・変更等に係る申告・届出は、税務課の窓口へ提出してください。

(郵便による送付も可能です。)なお、地方税ポータルシステム(ｅＬＴＡＸ)やＬｏＧｏフォ

ームによる電子申請ができるように準備しております。 

【登録・変更等に係る申請書】 

申告書等 要件 期日 添付書類 

宿泊税特別徴収義

務者経営申告書 

新たに宿泊施設の経営を

開始しようとする場合 

経営を開始しようと

する日の前日まで 

・申告者が個人の場合はマイ

ナンバーカードまたは通知

カード及び本人であること

が確認できる書類(写) 

・旅館業営業許可証または住

宅宿泊事業に係る届出番号

が確認できる書面(写) 

・宿泊約款等 

実質的経営者の指定を

受けた場合 

指定を受けた日から

１０日以内 

宿泊税特別徴収義

務者申告事項変更

届出書 

経営申告書の申告事項

に変更があった場合 

変更があったとき 変更事項を証明するもの 

宿泊施設経営休止・

再開・廃止届出書 

経営を 1 か月以上休止

しようとする場合 

休止しようとするとき 休止を確認できる書類 

経営を再開しようとする

場合 

再開しようとするとき 再開を確認できる書類 

経営を廃止した場合 廃止した日から１０日

以内 

旅館業廃止(停止)届等 
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第４章 宿泊税の申告納入 

１ 申告納入 

(１)申告納入期限 

特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月 1 日から同月末日までの期間に徴収すべき宿

泊税に係る宿泊の総数、税額その他必要な事項を記載した「宿泊税納入申告書」を税務課

へ提出し、併せてその税額を「納入書」により最寄りの金融機関等で納入してください。 

なお、期限後に申告及び納入をされた場合、本来の税額のほか、加算金や延滞金が加算

される場合があります。 

※ 月末が土曜日、日曜日または祝日に当たるときは、次の平日が申告納入期限になり

ます。 

※ １２月の申告納入期限は翌年１月４日(この日が土曜日、日曜日または祝日に当たる

ときは、次の平日)です。 

(２)宿泊税納入申告書 

申告期限までに「宿泊税納入申告書」に、宿泊のあった月における宿泊税の課税対象と

なる宿泊の総数、宿泊税額その他必要な事項を記入し、提出してください。 

※ 「宿泊税納入申告書」は、 希望される事業者に毎年 1２月頃に１年分をまとめてお

送りします。 

ア 提出方法 

以下のいずれかの方法で提出してください。 

・地方税ポータルシステム(ｅＬＴＡＸ)またはＬｏＧｏフォームで電子申告する。 

・税務課または連絡所の窓口に持参する。 

・税務課に郵便または信書便で送付する。 

※ 税務課に届いた日が申告日となります。ただし、郵便局(郵便官署)の消印があれば、そ

の消印の日に申告があったものとして取り扱います。 

 

イ 注意点 

・申告すべき宿泊税額が０円の場合も申告書の提出が必要です。 

・申告書は、宿泊施設ごとに作成する必要があります。 

・申告納入期限の特例が適用されている場合も、月ごとに申告書を作成してください。 

・以下のすべてに該当する施設については、まとめて提出することができます。 

ア 経営する複数の施設が同一敷地内または隣接する敷地に存在する場合 

イ 経理・宿泊台帳の管理を一元的に行っており、区分することができない場合 

２７ページに記入例があります 

電子申告の詳細は２３ページへ 



14 
 

(３)申告納入期限の特例 

特別徴収義務者の申告納入手続きの負担を軽減するため、所定の要件を満たす場合は、

申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。 

この特例を受けると、次表のとおり、３か月分をまとめた年４回の申告納入期限となり

ます。 

【特例の承認を受けた場合の申告納入期限】 

宿泊のあった月 申告納入期限 宿泊のあった月 申告納入期限 

３月分 

４月分 

５月分 

６月末日 

９月分 

１０月分 

１１月分 

１２月末日 

６月分 

７月分 

８月分 

９月末日 

１２月分 

１月分 

２月分 

３月末日 

 

※ 経営を休止・廃止した場合は、その休止・廃止した日までに徴収すべき宿泊税につい

て、その日から１か月以内に申告納入してください。 

『適用開始月の注意点』 

・特例承認後、適用開始月を記載した「宿泊税納入期限等特例承認通知書」を送付します。 

・適用開始月以前の申告納入期限は、原則どおり宿泊のあった月の翌月末日です。 

(例)承認通知書の特例適用開始欄に「令和８年８月末に申告すべき宿泊税から」と記載 

されている場合 

８月末申告(７月宿泊分) 
９月末日までに２か月分を申告納入(特例) 

９月末申告(８月宿泊分)  
 

ア 適用要件 

① 申請書の提出前１２月間(以下「要件適用期間」という。)の納入すべき宿泊税が 

１２０万円以下であること。 

② 過去に本特例の取消しを受けた場合は、当該取消しの日から１年を経過していること。 

③ 要件適用期間において、過少申告加算金等の決定を受けておらず、申告が適正に行わ

れていること。 

④ 要件適用期間において、市税の徴収金を滞納していないこと。 

⑤ 申請書を提出した月の１２か月前の月の初日までに、宿泊施設の経営を開始し、 

かつ、「宿泊税特別徴収義務者経営申告書」を提出していること。 

⑥ 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認

められること。 
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『条例施行前から経営する宿泊施設に対する経過措置』 

 

 

イ 申請方法 

適用を希望する場合は、「宿泊税納入期限等特例承認申請書」を税務課へ提出し、申

請してください。 

※ 申請書の審査には、２週間程度を要します。 

※ 申請は、宿泊施設ごとに行う必要があります。 

・以下のすべてに該当する施設については、まとめて提出することができます。 

ア 経営する複数の施設が同一敷地内または隣接する敷地に存在する場合 

イ 経理・宿泊台帳の管理を一元的に行っており、区分することができない場合 

※ 適用を受けた方は、適用が取り消されない限り、次年度以降も継続となりますの 

で、毎年申請する必要はありません。 
  

条例施行前から経営する宿泊施設については、条例施行後１年間(令和９年４月

３０日まで)は、要件①、③、④を次のとおり、読み替えてください。 

① 申請書の提出前３か月の納入すべき宿泊税が３０万円以下であること。 

⇒従って、令和８年度では、４～６月宿泊分の申告納入の実績に基づき特例の要

件を確認し、特例申告が認められた場合は、７～８月宿泊分の申告納入期限が

９月末日までとなります。(４～６月宿泊分については、特例の適用はできませ

ん。) 

③ 条例の施行の日から申請月の前月の末日までの間において、過少申告加算金 

等の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。 

④ 申請月の前３か月において、市税の徴収金を滞納していないこと。 

３１ページに記入例があります 
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ウ 適用の承認 

申請いただいたもののうち、適用することが可能な方に対して、適用の決定を行い、

「宿泊税納入期限等特例承認通知書」を送付します。 

なお、特例の適用については、承認通知書に記載された特例の開始月からとなります。

「宿泊税納入期限等特例承認申請書」を提出していても、特例の適用開始月までは原則

どおり毎月申告が必要となりますのでご注意ください。 

エ 適用の取消し 

① 申告納入期限までに申告納入がないなど、年度の途中で特例適用の要件を満たさなく

なったと認められる場合は、当該年度末に特例の適用を取り消します。その場合は、「宿

泊税納入期限等特例承認取消通知書」により通知します。 

なお、特例が取り消された場合は、通知書に記載された月以降から毎月申告してくだ

さい。 

 (４)納入書 

申告された宿泊税は、納入期限までに「納入書」により鳥羽市に納入してください。 

納入は、鳥羽市指定金融機関、鳥羽市役所税務課、連絡所及び地方税ポータルシステム

(ｅＬＴＡＸ)の共通納税システムで行ってください。 

※ 納入書は、宿泊税納入申告書と併せて、希望される事業者にまとめてお送りすることも

できます。 

【納入場所】 

百五銀行、三十三銀行、あいち銀行、桑名三重信用金庫、東海労働金庫、伊勢農業協同組

合、東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行(郵便局)、鳥羽市役所税務課、連絡所 

 

ア 注意点 

・１か月分ごとに１部作成してください(特例を適用している場合も同様です)。 

・納入書は、宿泊施設ごとに作成してください。 

※以下のすべてに該当する施設については、まとめて提出することができます。 

ア 経営する複数の施設が同一敷地内または隣接する敷地に存在する場合 

イ 経理・宿泊台帳の管理を一元的に行っており、区分することができない場合 

・ゆうちょ銀行(郵便局)での納入を希望される方は、専用の振込用紙を用意しますので、

事前に税務課までご相談ください。 

・コンビニエンスストアでの納入及びスマホアプリを利用した電子決済サービスは対応

していません。 

 

  

２９ページに記入例があります 
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２ 納入義務の免除・還付 

(１)納入義務の免除 

実際に宿泊者から税を受け取っていなくても、課税対象となる宿泊があれば、特別徴収

義務者には宿泊税を申告納入する義務があります。 

しかし、特別徴収義務者が宿泊者から宿泊料金及び宿泊税の全部または一部を受け取る

ことができなくなったことについて正当な理由があると認められる場合、または徴収した

宿泊税額を失ったことについて天災その他やむを得ない理由があると認められる場合には、

申請に基づき調査を行った上で、納入義務を免除します。 

納入義務の免除の申請に当たっては、その理由を証明する書類が必要となります。 

詳細については、税務課にお問合せください。 

『納税義務の免除となる例』 

・宿泊者や旅行業者が破産、整理等の法的手続に入り、支払不能となったため、宿泊

税を受け取ることができなくなった場合 

・宿泊者の死亡、失踪、行方不明または刑の執行により、宿泊税を受け取ることがで

きなくなった場合 

・特別徴収義務者が天災等に遭い、宿泊税の支払ができなくなった場合 

(２)還付 

納入義務を免除した場合において、すでに宿泊税を納入している場合は、当該宿泊税を

還付します。 

なお、納入済みの宿泊税を還付する場合において、特別徴収義務者に市税の未納金があ

る場合、還付する額をこれに充当することがあります。 

 

３ 更正の請求 

(１)更正の請求とは 

特別徴収義務者の方が、計算誤り等の理由により納入すべき宿泊税額を実際よりも過大

に申告してしまった場合、更正の請求を行うことができます。 

なお、更正の請求ができるのは、原則として納入期限から５年以内です。 

(申告納入期限の特例適用を受けている場合は、その特例納入期限から５年以内) 

 

(２)請求の手続 

更正の請求は「宿泊税更正請求書」に理由を明記の上、税務課に提出してください。更

正の請求があった場合、帳簿等の調査に基づき、更正等の処理を行います。そのため、帳

簿等を見せていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。 
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第５章 適正な申告納入のために 

１ 納税管理人 

特別徴収義務者は、鳥羽市内に住所、居所、事務所及び事業所(以下「住所等」という。)

を有していない場合は、納税に関する一切の事項を処理させるため、原則として、市内に

住所等を有する者のうちから納税管理人を定め、申告する必要があります。 

(１)納税管理人の申告 

納税管理人を定める必要がある場合は、納税管理人を定める必要が生じた日から１０日

以内に申告してください。ただし、宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められる場合は、

納税管理人を定める必要がない場合がありますので、詳しくは税務課までお問合せくださ

い。 

【提出書類】 

① 宿泊税納税管理人(変更・異動)申告(申請)書 

② 
(法人の場合)履歴事項全部証明書(写) 

(個人の場合)住民票(写)またはマイナンバーカード(写)等  

(２)納税管理人の変更等 

納税管理人の変更や申告事項の異動等の場合は、その変更等が生じた日から１０日以内

に、その旨を申告してください。 

【提出書類】 

① 宿泊税納税管理人(変更・異動)申告(申請)書 

② 新たな納税管理人の住民票等の変更が確認できる書類(写)  

２ 帳簿等の記載・保存 

日々の宿泊税を適正に把握していただくために、鳥羽市宿泊税条例の規定により特別徴

収義務者は、帳簿の備え付けと、その帳簿に記載された取引等に関して作成または受領し

た書類を以下のとおり保存しなければなりません。 

また、取引情報の授受を電磁的方法によって行う電子取引をした場合には、原則として、

その電磁的記録(電子データ)をそれぞれの保存期間内で保存する必要があります。ただし、

その電磁的記録を出力した紙によって保存している場合には、当該電磁的記録を保存する

必要はありません。 
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(１)帳簿とは 

宿泊年月日、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額の記載があるも

のをいいます。 

上記の事項が網羅されたものであれば、書式等が異なる業務用帳簿等に代えていただい

て構いません。(例：総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、売上帳等) 

保存期間は、納入申告書を提出した日の属する月の末日の翌日から起算して３月を経過

した日から５年間です。 

(２)書類とは 

宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊税額が

記載されているものをいいます。 

保存期間は、宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して３月を経過した日

から２年間です。 

３ 調査 

宿泊税の適正な申告や申告内容等の確認を行うため、鳥羽市の担当職員が申告指導や宿

泊施設の実地調査を行うことがあります。公平公正な税務行政の運営のためご協力をお願

いします。 

４ 更正・決定 

更正とは、申告いただいた宿泊税額に誤りがある場合に行う処分をいい、決定とは、申

告納入すべき宿泊税額があるにもかかわらず、申告がない場合に行う処分をいいます。 

調査等により、申告すべき宿泊税額が適正に申告されていない事実が判明した場合には、

正しい税額を納入していただくため、更正または決定を行います。 

更正・決定を行った場合は、「宿泊税更正・決定通知書」により、納入すべき税額及び

納入期限を通知しますので、納入期限までに納入してください。 

５ 罰則 

宿泊税に関する罰則については鳥羽市宿泊税条例に基づき取り扱います。 

条項 内容 
罰則 

拘禁刑 罰金 

宿泊税条例第２１条 
帳簿の記載義務違反に

関する罪 
1 年以下 ５０万円以下 

宿泊税条例第２２条 
納税管理人に係る 

不申告に関する過料 
１０万円以下（過料） 
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６ 加算金 

宿泊税の申告が適正になされなかった場合には、次のような加算金が課されます。 

(１)過少申告加算金 

納入申告書の提出期限までに申告があった場合で、その申告額が納入すべき税額より過 

少であるために更正されたとき 更正による不足税額の１０％ 

※不足税額のうち、一定金額を超える部分について、さらに５％が加算されます。 

(２)不申告加算金 

① 期限後に納入申告書の提出があったとき   申告税額の１５％ 

② 納入申告書の提出がないために決定があったとき 決定税額の１５％ 

③ ①②の場合について、更正があったとき    更正による不足税額の１５％ 

④ ①が、決定であることを予知せずに行われたものであるとき 申告税額の５％ 

※ ①～③の場合で納入すべき税額のうち、５０万円を超える部分について、さらに 

５％が加算されます。 

※ ④の場合において、その期限後申告書が、本来の期限から１月以内に提出されて 

いることなどの一定の要件を満たす場合、加算金が課されないことがあります。 

 

(３)重加算金 

事実に基づかず、不正な処理による申告または不申告であったとき 

① 過少申告加算金に関するもの 過少申告加算金１０％に代えて３５％ 

② 不申告加算金に関するもの 不申告加算金１５％に代えて４０％ 

※短期間に繰り返して不申告または仮装・隠蔽に基づく申告書の提出等を行った場

合、加算金の割合に１０％が加算されます。 

７ 延滞金 

納入期限までに宿泊税を納入されなかった場合は、納入日までの日数に応じ、延滞金が

かかります。 

【延滞金の計算方法】 

ア 納期限の翌日から１か月を経過する日まで 

税額に年７.３％の割合を乗じて計算した額となります。 

ただし、延滞金特例基準割合(※)が年７.３％を下回る場合は、その年内は延滞金 

特例基準割合＋１％となります。(年７.３％を上限とします。) 
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※ 延滞金特例基準割合とは、「各年の前々年の９月から前年の８月までの各月にお

ける銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として各

年の前年の１１月３０日までに財務大臣が告示する割合」＋１％の割合です。 

 

イ 納期限の翌日から１か月を経過した日以後の割合 

税額に年１４.６％の割合を乗じて計算した額となります。 

ただし、延滞金特例基準割合が年７.３％を下回る場合は、その年内は延滞金特例基

準割合＋７.３％となります。 

※ ただし、延滞金の計算については、次のとおり端数処理を行います。 

○ 延滞金の計算の基礎となる税額に１,０００円未満の端数があるときは、これを切り

捨てます。また、その税額の金額が２,０００円未満であるときは、延滞金がかかり

ません。 

○ 算出された延滞金額に１００円未満の端数があるときには、これを切り捨てます。

また、その延滞金の金額が１,０００円未満であるときは、延滞金はかかりません。 

８ 不服申立て 

課税の決定や滞納処分などについて不服がある場合には、その処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。 

(１)審査請求の対象となる処分 

審査請求の対象となる宿泊税に係る主な処分は次のとおりです。 

○ 税額の更正または決定 

○ 加算金の決定 

○ 更正請求の否認 

○ 特別徴収義務者の指定・解除 

○ 納入義務免除(還付)の決定 

○ 申告納入期限の特例適用者の不承認・取消 等 

(２)手続き 

所定の事項を記載した審査請求書を、鳥羽市長に提出してください。 
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第６章 その他 

１ 領収書等への表示 

領収書等に宿泊税の名称とその額を表示するようお願いします。 

税の名称表示は、鳥羽市で定めた表記で統一してください。 

日本語表記『宿泊税』 

英語表記『AccommodationTax』 

なお、宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の

課税対象となる場合があります。 

(例１)客室料金に宿泊税額を含めない料金設定の場合 

«合計の内訳に宿泊税額を計上する場合» «宿泊税額を別に計上する場合» 
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(例２)客室料金に宿泊税額を含める料金設定の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 電子申告 

宿泊税納入申告書の提出については、電子申告(地方税ポータルシステム(ｅＬＴＡＸ)、

ＬｏＧｏフォーム)の利用も可能です。 

ｅＬＴＡＸによる申告を希望される場合は、利用届出(新規)により、利用者ＩＤを取得す

る必要があります。詳細については、ｅＬＴＡＸのホームページをご確認ください。

(https://www.eltax.lta.go.jp) 

ＬｏＧｏフォームによる申告の利用にはＩＤ、パスワードが必要となります。ＬｏＧｏ

フォームによる申告を希望される場合は、宿泊税特別徴収義務者経営申告書を提出される

際にＬｏＧｏフォームを利用される旨を申し出てください。準備が出来次第ＩＤとパスワ

ードを通知します。 

 

３ 報償金 

(１)目的 

宿泊税の特別徴収の方法による事務の負担に鑑み、特別徴収制度の円滑な運営を図るた

め、特別徴収義務者に対し報償金を交付するものです。  

http://#


24 
 

(２)交付対象者 

申告すべき宿泊税について、期限内に申告及び宿泊税を納入した特別徴収義務者 

(３)報償金の交付額 

期限内に申告及び宿泊税を納入した税額に 100 分の 2.5 を乗じて得た額 

（計算例） 

令和８年４月宿泊分 100,000 円を５月２９日に申告し、納付した場合 

100,000 円×2.5／100＝2,500 円 

 

(４)報償金の交付 

交付を決定したときは、交付対象者の指定した口座への振込により報償金を交付します。 
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４ 申告書等の記入の仕方 

(１)宿泊税特別徴収義務者経営申告書 

  



26 
 

１ 提出年月日 

申請書の提出年月日を記入してください。(郵送の場合は、発送日を記入してください。) 

２ 申請者 

特別徴収義務者となる宿泊施設の経営者の住所または所在地、氏名または名称及び代表

者氏名を記入してください。法人の場合は、法人名に加え、代表者の職、氏名を併せて記

入してください。個人の場合は、12 桁のマイナンバー(個人番号)、法人の場合は、13 桁

の法人番号を記入してください。なお、法人番号が不明な場合は、「国税庁法人番号公表

サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp)」で確認ください。 

実質的経営者である旨の申立をする場合は、申立者が記入してください。 

３ 「宿泊施設」欄 

宿泊施設の住所または所在地、氏名または名称及び代表者氏名を記入してください。 

「施設の概要」欄には、客室数、収容定員、延床面積を記入してください。 

４ 「旅館業法の許可・住宅宿泊事業法の届出」欄 

「経営開始(予定)日」欄には、施設の営業を開始する日を記入してください。 

「営業種別」欄には、許可や届出をした種別に○を付けてください。 

「許可番号(届出番号)」欄には、旅館業法の場合は、営業許可証に記載されている番号

を記入してください。住宅宿泊事業法の場合は、標識に記載されている届出番号を記入し

てください。 

５ 「施設所有者」欄 

施設の建物登記事項証明書に記載されている所有者の住所または所在地、連絡先、氏名

または名称及び代表者氏名を記入してください。 

施設の所有者が２名以上の場合は、任意様式により全員分を記入した別紙を添付してく

ださい。 

６ 「書類送付先」欄 

宿泊税に関する書類の送付先を記入してください 
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(２)宿泊税納入申告書  

  

74,600 円 



28 
 

１ 「個人番号または法人番号」欄 

個人の場合は、12 桁のマイナンバー(個人番号)、法人の場合は、13 桁の法人番号を記

入してください。なお、法人番号が不明な場合は、「国税庁法人番号公表サイト

(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp)」で確認ください。 

２ 「指定番号」欄 

鳥羽市より指定された番号を記入してください。 

３ 「申請者」欄 

特別徴収義務者となる宿泊施設の経営者の住所または所在地、氏名または名称及び代表

者氏名を記入してください。法人の場合は、法人名に加え、代表者の職、氏名を併せて記

入してください。 

４ 「宿泊者数」欄 

宿泊者数と宿泊税の課税対象となる宿泊者数を記入して下さい。 

５ 「宿泊税課税標準」欄 

宿泊税の課税対象となる宿泊者数の合計を記入して下さい 

６ 「税額」欄 

課税対象の宿泊者数に税率(200 円)を乗じた税額を記入してください。 

※納入申告書は、希望される事業者にあらかじめ必要事項を印字したものを毎年１２

月頃１年分まとめて送付します。 
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(３)納入書 
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１ 「特別徴収義務者」欄 

特別徴収義務者の住所または所在地、氏名または名称及び代表者氏名を記入してく

ださい。 

２ 「宿泊年月」「指定番号」欄 

「宿泊年月」欄には、申告対象年月を記入してください。 

鳥羽市より指定された番号を記入してください。 

３ 「納入税額」欄 

「納入税額」欄には、申告納入すべき宿泊税額を右詰めで記入してください。 

「合計」欄には、合計額を右詰めで記入してください。 

４ 「納期限」欄 

当該月分の申告納入期限を記入してください。申告納入期限については１３ページ

を参照してください。 

 

※ 納入書は、あらかじめ必要事項を印字したものを希望される事業者に毎年１２月頃

１年分まとめて送付します。 

※ 申告納入期限の特例の適用を受けている場合には、宿泊行為月ごとに１部(計３部)納

入書を作成し、納入してください。 
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 (４)宿泊税納入期限等特例承認申請書 
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１ 提出年月日 

申請書の提出年月日を記入してください。(郵送の場合は、発送日を記入してくださ 

い。) 

２ 申請者 

特別徴収義務者の住所または所在地、氏名または名称及び代表者氏名、個人番号また

は法人番号、連絡先を記入してください。 

３ 「宿泊施設」欄 

承認を受けようとする宿泊施設の住所または所在地、氏名または名称及び代表者氏名、

営 業種別、経営開始日を記入してください。 

鳥羽市から宿泊施設ごとに割り当てている宛名番号を記入してください。 

申請書は、宿泊施設ごとに作成していただきます。複数の施設を経営している方は、 

特例の適用を受けようとするその施設の数だけ申請書の作成をお願いします。 

４ 「経営開始日」「経営申告書提出日」欄 

経営を開始した年月日を記入してください。 

鳥羽市に経営申告書を提出した年月日を記入してください。 

５ 「申請日の１２月前の日の属する月から申請日の前月までの宿泊税の納入すべき金欄」欄 

この申請書を提出する日の属する月の前１２か月間において、納入すべき宿泊税の合

計額を記入してください。 

上記の金額が１２０万円を超える場合または３か月で３０万円を超える場合は、特

例の承認を受けることはできません。 

６ 「鳥羽市宿泊税条例第１０条第３項による承認の取消しの有無」欄 

過去に申告納入期限の特例の適用の取消しを受けている場合は、「有」に○を付

け、 取消年月日を記入してください。過去に適用の取消しを受けていない場合は、

「無」に ○を付けてください。 

取消しの日から１年を経過していない場合は、特例の承認を受けることはできませ

ん。 

７ 「宿泊税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額または重加算金額の決定の有無」

欄 

この申請書を提出する日の属する月の前１２か月間において、過少申告加算金額、不

申告加算金額または重加算金額の決定を受けた場合は、「有」に○を付け、決定年月日

を記入してください。受けていない場合は、「無」に○を付けてください。 

この期間に加算金額等の決定を受けている場合は、特例の承認を受けることはでき ま

せん。 

８ 「市税に係る徴収金の滞納」欄 

この申請書を提出する日の属する月の前１２か月間において、市税(宿泊税に限りま

せん)の滞納がある場合は「有」に、ない場合は「無」に○を付けてください。 

この期間に市税の滞納があった場合は、特例の承認を受けることはできません。 
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５ 申請書等の提出先・お問合せ先 

【宿泊税の制度・手続きに関すること】 

税務課市民税係 

〒５１７－００１１ 鳥羽市鳥羽三丁目１番１号 

ＴＥＬ ０５９９－２５－１１３４ 

ＦＡＸ ０５９９－２５－３１１５ 

メールアドレス siminzei@city.toba.lg.jp 

ホームページ https://www.city.toba.mie.jp/kurashi/zeikin/8224.html 

 

【宿泊税の使途に関すること】 

観光商工課観光係 

ＴＥＬ ０５９９―２５-１１５７ 

ＦＡＸ ０５９９―２５-１１５９ 

メールアドレス kanko@city.toba.lg.jp 

 

【収納・徴収に関すること】 

税務課管理収納係 

ＴＥＬ ０５９９－２５－１１３１ 

ＦＡＸ ０５９９－２５－３１１５ 

メールアドレス kanrisyunou@city.toba.lg.jp 

http://#
http://#
http://#
http://#

